
個室利用の場合（従来型個室）

◇基本サービス費

※１

Ⅰ

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） Ⅱ

Ⅲ

夜勤配置加算

栄養マネジメント強化加算

１日の基本利用単位（点）

〇介護報酬１単位あたりの単価　６級地　10.27円

利用者負担額（１割）

食費

居住費

教養娯楽費

日用品費

１日の基本利用料金（概算）

1カ月（３０日）の基本料金（概算）

２人部屋・４人部屋利用の場合（多床室）

◇基本サービス費

※１

Ⅰ

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） Ⅱ

Ⅲ

夜勤配置加算

栄養マネジメント強化加算

１日の基本利用単位（点）

〇介護報酬１単位あたりの単価　６級地　10.27円

利用者負担額（１割）

食費

居住費

教養娯楽費

日用品費

１日の基本利用料金（概算）

1カ月（３０日）の基本料金（概算）

890 946 1,003

介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

714 759 821 874 925

835 909 973 1,030 1,089

1,700

施設利用料

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

7,918 8,380 9,017

（単位）

813 885 947 1,003 1,060

11

878 931 982771 816

22

18

6

24

756 828

（円）

792 838 902 956 1,009

9,561 10,085

8,350 9,089 9,726 10,301 10,886

4,696 4,749

4,575 4,649 4,713 4,770 4,829

1,640

100

300

4,532 4,578 4,642

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

（単位）

介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

135,955 137,341 139,251 140,884 142,455

137,249 139,467 141,377 143,102 144,859

1,030 1,085

サービス提供体制強化加算 22

施設利用料 788 836 868 949 1,003

18

6

24

11

845 893 925

836 910 974

（円）

8,678 9,171 9,500 10,332 10,886

1,006 1,060

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合 893 967 1,031 1,087 1,142

1,116 1,173

1,700

9,171 9,931 10,588 11,163 11,728

868 917 950 1,033 1,089

入所料金表(１割負担）

98,634 100,113 101,099 103,595 105,259

3,453 3,509

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合 3,337 3,413 3,479 3,536 3,593

320

100

300

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

１日の基本利用単位×10.27円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

１日の基本利用単位×10.27円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

100,113 102,393 104,365 106,090 107,785

917 993 1,059

3,288 3,337 3,370



個室利用の場合（従来型個室）

◇基本サービス費

※１

Ⅰ

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） Ⅱ

Ⅲ

夜勤配置加算

栄養マネジメント強化加算

１日の基本利用単位（点）

〇介護報酬１単位あたりの単価　６級地　10.27円

利用者負担額（２割）

食費

居住費

教養娯楽費

日用品費

１日の基本利用料金（概算）

1カ月（３０日）の基本料金（概算）

２人部屋・４人部屋利用の場合（多床室）

◇基本サービス費

※１

Ⅰ

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） Ⅱ

Ⅲ

夜勤配置加算

栄養マネジメント強化加算

１日の基本利用単位（点）

〇介護報酬１単位あたりの単価　６級地　10.27円

利用者負担額（２割）

食費

居住費

教養娯楽費

日用品費

１日の基本利用料金（概算）

1カ月（３０日）の基本料金（概算）

入所料金表(２割負担）

（単位）

介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

946 1,003

サービス提供体制強化加算 22

施設利用料 714 759 821 874 925

18

6

24

11

771 816 878

756 828 890

（円）

7,918 8,380 9,017 9,561 10,085

931 982

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合 813 885 947 1,003 1,060

1,670 1,818 1,945 2,060 2,177

1,700

8,350 9,089 9,726 10,301 10,886

1,584 1,676 1,803 1,912 2,017

5,652 5,757

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合 5,410 5,558 5,685 5,800 5,917

1,640

100

300

5,324 5,416 5,543

（単位）

介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

159,709 162,482 166,302 169,568 172,711

162,297 166,734 170,554 174,005 177,517

836 910 974 1,030 1,085

サービス提供体制強化加算 22

施設利用料 788 836 868 949 1,003

1,006 1,060

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合 893 967 1,031 1,087 1,142

18

6

24

11

845 893 925

11,163 11,728

1,736 1,834 1,900 2,066 2,177

（円）

8,678 9,171 9,500 10,332 10,886

127,627 132,187 136,130 139,581 142,970

4,486 4,597

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合 4,254 4,406 4,538 4,653 4,766

4,156 4,254 4,320

124,669 127,627 129,599 134,590 137,917

320

100

300

1,834 1,986 2,118 2,233 2,346

1,700

9,171 9,931 10,588

１日の基本利用単位×10.27円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

１日の基本利用単位×10.27円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合



個室利用の場合（従来型個室）

◇基本サービス費

※１

Ⅰ

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） Ⅱ

Ⅲ

夜勤配置加算

栄養マネジメント強化加算

１日の基本利用単位（点）

〇介護報酬１単位あたりの単価　６級地　10.27円

利用者負担額（３割）

食費

居住費

教養娯楽費

日用品費

１日の基本利用料金（概算）

1カ月（３０日）の基本料金（概算）

２人部屋・４人部屋利用の場合（多床室）

◇基本サービス費

※１

Ⅰ

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） Ⅱ

Ⅲ

夜勤配置加算

栄養マネジメント強化加算

１日の基本利用単位（点）

〇介護報酬１単位あたりの単価　６級地　10.27円

利用者負担額（３割）

食費

居住費

教養娯楽費

日用品費

１日の基本利用料金（概算）

1カ月（３０日）の基本料金（概算）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

入所料金表(３割負担）

（単位）

介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

946 1,003

サービス提供体制強化加算 22

施設利用料 714 759 821 874 925

18

6

24

11

771 816 878

756 828 890

（円）

7,918 8,380 9,017 9,561 10,085

931 982

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合 813 885 947 1,003 1,060

１日の基本利用単位×10.27円

2,505 2,727 2,918 3,090 3,266

1,700

8,350 9,089 9,726 10,301 10,886

2,375 2,514 2,705 2,868 3,026

6,608 6,766

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合 6,245 6,467 6,658 6,830 7,006

1,640

100

300

6,115 6,254 6,445

1,003

（単位）

介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

183,464 187,623 193,354 198,252 202,966

187,346 194,001 199,731 204,907 210,176

11

845 893 925

836 910 974 1,030 1,085

22

（円）

8,678 9,171 9,500 10,332 10,886

1,006 1,060

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合 893 967 1,031 1,087 1,142

１日の基本利用単位×10.27円

5,769 5,939

5,023 5,171 5,270

2,751 2,850 3,099 3,266

150,703 155,140 158,098 165,585 170,576

320

100

300

2,751 2,979 3,177 3,349 3,519

1,700

9,171 9,931 10,588 11,163 11,728

2,603

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

18

6

24

サービス提供体制強化加算

施設利用料 788 836 868 949

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合

155,140 161,980 167,895 173,071 178,155

5,519 5,686

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の場合 5,171 5,399 5,597



初期加算

入所後３０日間に限って加算

安全対策体制加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

※１の表の値の値の合計が40以上60未満の場合に１日につき加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）

※１の表の値の値の合計が70以上の場合に１日につき加算

短期集中リハビリテーション加算

認知症短期集中リハビリテーション加算

自立支援推進加算

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）

リハビリテーションマネジメント計画情報加算

排泄支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）（Ⅱ）

試行的退所時指導加算

退所時情報提供加算

入退所前連携加算（Ⅰ）（Ⅱ）

訪問看護指示加算

療養食加算

経口維持加算（Ⅰ）

経口維持加算（Ⅱ）

低栄養リスク改善加算

再入所時栄養連携加算

200入所者が入院し、再入所時に大きく異なる栄養管理が必要となった場合について、管理栄養士が

医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画を策定した場合に1回に限り算定

（単位）

30

34

46

集中的にリハビリテーションを行った場合に1回につき加算（3カ月以内・1週間3回以上）

認知症の利用者に集中的にリハビリテーションを行った場合に1回につき加算（3カ月以内・1週間3回限度）

（Ⅰ）40

（Ⅱ）60
入所者・利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の症状その他の心身状況に掛る基本的な情報

100

6

400

240

240

（Ⅰ）10

排泄障害のため、排泄に介助を要する入所者に対し、多職種が協働して支援計画を作成し （Ⅱ）15

その結果に基づき計画的に管理した場合に1月（Ⅲのみ3カ月ごとに1回）加算

（Ⅰ）3

（Ⅱ）13

（Ⅰ）450

（Ⅱ）480

入所期間が1カ月を超える入所者が試行的に対処する場合おいて、入所者、家族に退所後の療養上の指導を行った場合に加算

主治医に文章を添えて紹介を行った場合に加算
500

支援した場合に1月につき加算 （Ⅲ）20

入所者の居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画を行った場合に1回につき加算

医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション計画書を入所者又は 33

その家族に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理している場合に1月につき加算

（Ⅲ）10

1月につき加算　ただし、経口維持系加算を算定している場合には加算されません

経口維持加算（Ⅰ）の要件に言語聴覚士が加わった場合に1月つき加算

（Ⅰ）600

居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービスの調整を行った場合に加算 （Ⅱ）400

低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が協働して低栄養の改善を行った場合に 300

◇その他の加算

療養食が提供された場合に1食につき加算（1日3回限度）

300
退所後訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステーションに対して指示書を交付した場合に加算

経口による食事摂取をすすめるための経口維持計画を管理栄養士、栄養士が作成している場合に1月につき加算
400

20外部研修を受けた担当職員が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に

安全対策を実施する体制が整備されていること（入所時に1回）

（Ⅱでは、加えて疾病の状況や服薬情報等の情報）を、厚生労働省に提出している場合は1月につき加算

300入所者ごとに、自立支援にかかわる評価を6カ月に1回行い、厚生労働省に提出していること、また、

自立支援にかかわる支援計画が3カ月に1回見直している場合は、1月につき加算

入所者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施し、



緊急時治療管理１

所定疾患施設療養費Ⅰ

若年性認知症受け入れ加算

外泊時費用

外泊された場合に1日つき施設費に代えて算定（1月6日限度）

認知症行動・心理症状緊急対応加算

医師が、認知症の行動・心理状況が認められるため、在宅生活が困難であり、緊急に入所することが

適当であると判断した場合に加算（7日を限度）

認知症情報提供加算

地域連携診療計画情報提供加算

口腔衛生管理加算（Ⅰ）（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等ベースアップ等支援加算

〇その他、必要な費用等については、別途算定いたします。

〇食費及び居住費については、所得により減免制度がありますので、市町村に問い合わせのうえ

　申請、認定を受けてください。

2人部屋 825 1,650

特別室料（入所期間中1日あたり）

電気代（1点につき、入所期間中1日あたり） 55

理美容代 実費負担相当額

（Ⅰ）90

（Ⅱ）100
歯科医師又は歯科衛生士の助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等に係る計画が

作成されている場合に1月につき算定

ご利用単位数×39/1000

ご利用単位数×21/999

ご利用単位数×8/1000

200

350過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず、認知症のおそれがあると医師が判断

文書料 実費負担相当額

◇その他のご利用負担 (円)

生駒市外生駒市内

個室 1,650 3,300

したものについて、厚生労働省が定める医療機関に文章を添えて紹介を行った場合に加算（1回限度）

300医療機関を退院した入所者に対して、医療機関が作成した診療計画に基づき、入所者の治療等を

行なうとともに、医療機関に診療情報を文章で提供した場合に算定（1回限度）

362

120
若年性認知症の入所者に対して介護保険施設サービスを行った場合に1日つき加算

518

（Ⅰ）239

救命救急医療が必要な場合に応急的な治療管理として、投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に算定

肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎により治療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に算定



※１．下記の要件に応じて算定します

70以上 → 強化型（施設利用料下段を算定）＋在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）

60以上 → 強化型（施設利用料下段を算定）

40以上 → 基本型（施設利用料上段を算定）＋在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

20以上 → 基本型（施設利用料上段を算定）

在宅復帰・在宅療養支援指標

下記の評価項目（①～⑩）について、項目に応じた値（最高値：90）

①

②

③

④

⑦

⑧

⑨

⑩

※２　教養娯楽費

レクリエーションやクラブ活動で使用する折り紙・絵具・粘土等、また風船、ボール等の遊具、

ビデオ、カラオケソフト等の提供費用

※３　日用品費

せっけん、シャンプー、リンス、歯ブラシ、ペーパータオル、トイレットペーパー等の提供費用

３0％超

５％以上

0サービス　０2サービス　１

支援相談員の配置割合

要介護4又は5の割合

喀痰吸引の実施割合

経管栄養の実施割合

3

3

10％以上 5

10％以上 5

５％以上

５％以上

3

3

3以上 5

50％以上 5

２以上

35％以上

⑤

⑥

50％超

10％以上

30％以上

30％以上

20

20

10

10

5以上　5
（PT・OT・ST配置）

2サービス　３

（訪問リハを含む）

リハビリ専門職の配置割合

在宅復帰率

ベット回転率

入所前後訪問指導割合

退所前後訪問指導割合

居宅サービスの実施数 3サービス　5

5以上　3

10％以上

10％以上

35％未満 0

５％未満 0

５％未満 0

３0％以下 0

５％未満 0

10％未満 0

10％未満 0

２未満 0

3以上　2 3未満　0

5

5

10

10


